
高齢者等の見守りと支援に関する協定書

大台町(以下 「甲」 という。)とマックスバリュ東海株式会社 (以下 「乙」という。) と

は、高齢者等の見守りと支援に関し、次のとおり協定を締結する。

(目白勺)

第1条 この協定は、甲及び乙が、業務上の連携を図り、大台町内に居住する高齢者等の見

守り活動 (以下 「取組」という。) について、甲乙が相互に協力することにより、高齢者

等が住み慣れた地域で自立した暮らしを安心して続けられるまちづくりを目指すことを目

的とする。

(実施地域)

第2条 この協定による取組を実施する地域は、大台町内とし、乙が日常的に業務を行う地

域とする。

(甲の取組内容)

第3条 甲は、町民に対し、本協定の趣旨を周知するとともに、乙が行う取組に対して助言

等必要な支援を行う。

(乙の取組内容)

第4条 乙は、この取組を実施するに当たり、業務の範囲において地域における見守り活動

に協力する。

2 乙は、業務従事者に対し、この協定の趣旨を周知するとともに、誠実かっ円滑に取組を

実施するものとする。

(異変察知時の連携)

第5条 乙は、取組を実施する中で高齢者等について何らかの異変を察知した場合は、速や

かに甲が提供する別表の連絡先 (以下 「町連絡先」という。)に状況を通報する。ただ

し、緊急の対応を要する場合は、所管の警察署又は消防署に直接通報するものとし、併せ

て、その状況を町連絡先に報告する。

2 甲は、乙から連絡等を受けたときは、遅滞なく関係機関と連携して必要な対応を行うも

のとする。

(経費負担)

第6条 乙が実施する取組及び第4条及び第5条に定める乙の取組にかかる必要な経費は、

乙の負担とする。

(免責)

第7条 乙は、第5条の規定による連絡・通報ができなかった場合及び遅れた場合において

も、その責任を負わないものとする。

(個人情報の保護)

第8条 甲及び乙は、この協定の実施に当たり、個人情報の保護に配慮するとともに、取組

の実施上知り得た情報について、本協定の有効期間終了後においても、関係機関以外の外

部に漏らしてはならない。

(協議)

第9条 社会情勢の変遷等により、 この協定の内容に疑義が生じた場合又は、この協定に定

めがない事項について、必要に応じ、甲乙協議の上定めるものとする。

(有効期間)

第10条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、期間

満了の日の3ケ月前までに、甲又は乙のいずれからも申し出がない揚合は、当該期間満了

日から起算して1年間更新されるものとし、以後もまた同様とする。

この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙それぞれ署名押印の上、各自1通

を保有する。
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